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● 公正証書遺言の原案と遺産分割協議書作成ツールの仕様は同じです。
こちらでの説明は公正証書遺言の原案の作成方法を取り上げます。

公正証書遺言の原案を作成してみましょう。

① 遺産分割案を新規作成（遺産分割案・遺産分割レポート作成方法を参照）するか、【検索】から作成してある遺産分割案を呼び出してください。

②【公正証書原案作成】をクリックします。

  ・公正証書原案作成ツールが立ち上がります。
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遺産分割一覧表

遺産分割案の新規作成・検索

②

①



③『職業』を入力します。

④【文案呼出】をクリックします。

⑤【初期設定の文案呼び出し】または

【ご自身で登録した文案】を選択します。

（文案の登録方法は次ページを参照）

⑥ ④～⑤を繰り返し、付言まで入力を行います。

⑦ 入力完了後【登録】をクリックすることで、

相続人や文案を登録できます。

⑧【原案作成】をクリックします。

・Wordで出力された原案の内容を確認し、適宜修正等を

行ってください。
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公正証書遺言作成ツール

文案入力・原案作成
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● 文案の雛形を登録する方法を説明します。

⑨【文案雛形登録】をクリックします。

・文案登録フォームが立ち上がります。

⑩『遺言者名の前に入力する文言』を入力します。

⑪『遺言者名の後に入力する文言』を入力します。

⑫【登録】をクリックします。

 ・ご自身の文案が登録されます。

⑬ ⑨～⑫を繰り返し、登録したい文案を登録

していきます。

㌽ ご自身で文案を登録し、登録した文案を社内で

共有する場合

『相診ナビ』フォルダ→ 『Tool』フォルダ→ 『DATA』

     フォルダ内の『SmilePASS.xlsm』ファイルをコピーして、

他担当者のフォルダ内の『SmilePASS.xlsm』ファイルと

      置き換えることで、登録した文案を共有できます。

※ DATAフォルダ内の『SmilePASS.xlsm』ファイル以外を、

     上書きすることは禁止です。
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文案雛形登録方法

⑫

⑩

⑪

⑨

公正証書遺言作成ツール
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